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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

試薬協会（JRA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 8044:1995 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 8044：2014 
 

三酸化二ひ素（試薬） 
Diarsenic trioxide (Reagent) 

As2O3  FW：197.84 
序文 

この規格は，1950 年に制定され，その後 4 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1995 年に

行われたが，その後の試験・研究開発などの技術進歩に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，試薬として用いる三酸化二ひ素 1)について規定する。 

注 1) 別名 亜ヒ酸 

警告 この規格に基づいて試験を行う者は，通常の実験室での作業に精通していることを前提とする。

この規格は，その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。

この規格の利用者は，SDS（安全データシート），MSDS（化学物質等安全データシート：JIS Z 

7250－2012 年廃止，猶予期間 2016 年まで）などを参考にして各自の責任において安全及び健

康に対する適切な措置をとらなければならない。 

なお，三酸化二ひ素は，有害なので，個人用保護具及び換気装置を使用し，ばく露を避ける。

さらに，保護めがね，保護面を着用することを推奨する。特に，粉じん，ヒューム（微小な固

体粒子で空気中に浮遊するもの。）を吸入しないように注意し，また，取扱い後はよく手を洗い，

皮膚・粘膜に付着しないようにする。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法 

JIS K 0116 発光分光分析通則 

JIS K 0970 ピストン式ピペット 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8005 容量分析用標準物質 

JIS K 8085 アンモニア水（試薬） 

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬） 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 


